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1 委託件名 

熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託 

 

2 委託目的 

民間事業者のもつ創意工夫やノウハウを活用することにより、市民サービスの一層の向

上を図るとともに効果的かつ効率的な業務運営を行うことで、熊本市（以下「委託者」

という。）における各保険料収納率の向上と各制度の安定運営に資することを目的とす

る。 

 

3 履行期間 

契約締結日から令和１１年（２０２９年）９月３０日までとする。なお、契約締結日

から令和８年（２０２６年）９月３０日までの期間については、円滑かつ適正な業務実

施のための調整、研修等を行う事前準備期間とする。 

 

4 用語の定義 

この仕様書で使用する用語は、次のとおりとする。 

(1) 統括責任者（受託者の正社員であること） 

業務全般の責任を負う常勤の者で、本委託業務に必要な知識と経験を有する者 

(2) 副統括責任者（受託者の正社員であること） 

統括責任者が不在時に統括責任者を代行する者 

(3) 管理者（SV） 

関係法令及び業務の重要性を十分理解した者（常時１席以上配置すること。） 

(4) 対象者（対象世帯） 

対象者は、督促状送付後、指定納期限までに納付がない者又は世帯（外国人及びそ

の世帯を含む。）であり、徴収又は収納の対象となる納付義務者は、次のとおりで

ある。 

ア 熊本市国民健康保険料（税）については、被保険者の属する世帯の世帯主 

イ 熊本市介護保険料については、第一号被保険者 

ウ 熊本市後期高齢者医療保険料については、被保険者 

(5) コールセンター 

納付案内センター及び受電センターの総称のこと 

(6) 納付案内センター 

架電業務において、勧奨及び案内をする施設の事 

(7) 受電センター 

電話による問合せ等を受け付け、案内、勧奨及び調査する施設のこと。 

(8) エスカレーション 
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コールセンター業務及び窓口業務では回答が困難な事例について、適切な部署に応

対を依頼すること。 

 

5 履行場所 

(1) 事務所 

受託者は、準備期間中、市役所から徒歩圏内（0～2km以内）の場所に事務所

を設置しなければならない。また、当該事務所の所在地及び使用状況等が確

認できる書類等を委託者に提出するものとし、これに要する一切の費用は受

託者の負担とする。 

(2) 受電センター 

準備期間中に委託者が庁舎内に用意する。 

(3) 納付案内センター 

受託者は、準備期間中、市役所から徒歩圏内（0～2㎞以内）の場所に事務所

を設置しなければならない。また、当該事務所の所在地及び使用状況等が確

認できる書類等を委託者に提出するものとし、これに要する一切の費用は受

託者の負担とする。 

 

6 受託条件 

国民健康保険被保険者数10万人以上の他自治体で、令和3年度以降、国民健康保険料

等の一次受付として受電及び窓口対応業務の受託実績があること。 

※被保険者数は、実績として提出する受託業務の実施年度における数値とする。 

さらに、以下の条件について、ア又はイを満たしていること。 

ア 国民健康保険料等滞納整理に関する事務処理業務 

イ 国民健康保険料等の納付案内業務（架電） 

 

7 業務概要 

次のとおりとする。受託者は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）等に基づく 

権力の行使にあたる業務を行ってはならない。 

(1) コールセンター業務 

ア 国保、介護及び後期制度案内業務 

(ｱ) 受電による案内等の業務 

(ｲ)  架電による案内等の業務 

イ  保険料の納付催告業務 

(ｱ) 架電による納付催告等の業務 

(ｲ) ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）による納付催告等の業務 

(ｳ) 上記(ｱ)､(ｲ)に伴う対象者に伴う電話対応 
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(ｴ) 電話番号調査 

ウ 医療費通知発送に伴う被保険者からの電話対応業務 

エ 給付関係問い合わせ（受電及び架電）対応業務 

(2) 居所不明の対象世帯に対する実態調査 

宛先不明による郵送物の返戻や、電話・SMSでの接触が不可能な者に対して 

は、必要に応じて訪問による現地での実態調査 

（3）保険料収納対策課、国保年金課内、その他事務業務 

    ア 高額療養費申請書確認業務 

    イ 出産育児一時金・葬祭費申請書確認業務 

    ウ 療養費申請書確認業務 

    エ あんま・はり・きゅう施術費助成事業に係る業務 

    オ 国保給付に係る発送物の紙折り・封入封緘業務 

    カ 後期高齢者医療保険料に係る送達業務 

    キ 後期高齢者医療資格確認書封入封緘業務 

    ク 簡易申告書業務 

    ケ 市税申告案内文書発送業務 

コ 保険料納付通知書発送業務 

サ 仮特別徴収通知書の封入封緘及び発送業務 

シ 喪失勧奨通知書発送業務 

ス １割減免申請書発送業務 

セ 前期高齢者の資格確認書及び資格情報のお知らせ発送業務 

ソ 住居地特例（マル学）調査の封入封緘及び発送業務 

タ 特別徴収仮徴収額（変更・中止） 

チ 納付状況確認書の圧着・発送業務 

ツ 特定健診・高齢者健診受診券受付・発行業務 

テ 生活習慣病重症化予防事業対象者イベント登録業務 

ト 特定健康診査対象者への電話、SMS受診勧奨業務 

ナ 国民健康保険料等滞納整理に関する事務処理業務 

ニ 国民健康保険料等納付に関する受電業務 

ヌ 国民健康保険料等納付に関する窓口業務 

※詳細は個別仕様書参照 

(4) 管理運営業務 

ア  業務の処理結果及び統計情報の記録 

イ  従事者の勤怠及び稼働状況の管理 

ウ  各種会議等における議事録作成業務 

エ 納付状況確認書の発行業務 



6 

 

(5) その他、委託者及び受託者が協議により決定した事項 

8 コールセンター業務の実施期間及び実施時間 

(1) 実施期間 

ア 国保、介護及び後期制度案内等業務 

令和８年（２０２６年）１０月１日から令和１１年（２０２９年）９月３０日ま

での、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例（平成元年条例第３２号）第１条

第１項に定める市の休日を除く日（以下「開庁日」という。）とする。 

イ ア 以外の業務 

令和８年（２０２６年）１０月１日から令和１１年（２０２９年）９月３０日ま

でとし、１２月２９日から１月３日まで及び委託者が個別に指定する日を除く。 

（2）実施時間 

ア  国保、介護及び後期制度案内等務 ８時３０分から１７時１５分まで 

イ ア 以外の業務                    ９時      から２０時   まで 

（3）実施期間等の決定方法 

国保、介護及び後期制度案内等業務以外の業務について、受託者は、処理件

数、時間帯、曜日ごとの業務量を考慮した上で、最も効率のよい実施日時及び

人員配置を事前に委託者に提案し、委託者及び受託者が協議の上、決定する。

なお、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号)

に規定する休日を含めて実施し、かつ、土曜日、日曜日については、月２回以

上実施することとし、実施日については、１日当たり７時間以上実施するこ

と。 

 

9 業務全般の要件 

(1)受託者は、次に記載する法令等を遵守し、最適な成果が得られるように委託者 

立場に立ち業務を遂行すること。また、必要な事項について積極的な提案を行 

うこと。 

ア 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

イ 熊本市国民健康保険条例（昭和５０年条例第３号） 

ウ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

エ 熊本市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第１８号） 

オ 介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

カ 熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号） 

キ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

ク 熊本県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例（平成１９年条

例第２０号） 

ケ 熊本市情報セキュリティ基本方針 
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コ その他関係法令 

(2)受託者は、委託者から引き渡されたデータや資料、貸与品を委託者の許諾なくし

て複写又は複製しないこと。貸与品は、善良な管理者の注意を払うとともに紛失

や破損防止に必要な措置を講じること。 

(3)本委託業務を履行する過程において、受託者が他の業者と連携する必要が生じた

場合は、相互の協調を保つとともに業務の便宜と進捗を図ること。また、業者間

において打合せ等を行った場合は、当該打合せの内容を議事録等として記録し、

速やかに委託者へ報告すること。 

(4)契約期間終了後、本仕様書による成果及び納品物について、委託者がインターネ

ット等での公表、複製、翻訳、翻案、譲渡及び貸与に関して、受託者は、一切の

異議を申し立てないこと。 

(5)本仕様書による成果及び納品物の一切の権利は、原則として委託者に帰属する。

ただし、一部に受託者に属する著作権、特許権、肖像権等が残存する場合には、

その内容を明示して納品すること。 

(6)受託者は、本仕様書による成果及び納品物について、委託者以外の者の著作権、

特許権、肖像権等の権利を侵害していないことを確認すること。 

(7)受託者は、委託者が提供した業務上の情報を第三者に開示してはならない。ま

た、漏えいを防止するために必要な措置を講じること。  

(8)委託者が提供する資料は、原則として貸出しによるものとし、契約期間終了まで

に返却すること。また、当該資料の第三者への提供を行わないこと。 

(9)委託者が提供した情報を第三者に開示する場合は、事前に委託者と協議の上、承

諾を得ること。 

(10)作成した全ての報告物、納品物（電子データ及び紙媒体）は、契約期間中、受託

者が適切に管理し、保存すること。また、本委託業務の終了にあたっては委託者

の指示により適切に廃棄、削除するとともに作業結果を報告すること。 

(11)本契約期間中に記録媒体機器にトラブルが生じ、機器の交換及び機器の廃棄等が

必要な場合の記録媒体に係る取り扱いについては、適正な処分方法を施し、デー

タの復元及び読み取りが不可能な状態に破壊すること。なお、完了後は破壊に関

する実施報告書を熊本市に提出すること。 

 

10 業務体制 

(1) 従事者 

統括責任者、管理者、従事者等の必要な人員を確保すること。また、本委託業

務の安定的な遂行ができるための人員を確保すること。なお、統括責任者及び管

理者が従事者を兼ねることは妨げない。 

(2) バックアップ体制 
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交通機関の遅延及び病気等の事由により、突発的に従事者が出勤できない場合

においても、業務が遂行できる体制を整えること。 

(3) 運営体制 

繁忙期においても十分な人員を確保し、受電対応の遅延を防止できる体制を維

持すること。 

(4) 従事者の適性 

従事者は、本仕様書及び前項「９ 業務全般の要件 (1)」に記載する関係法令

を遵守できる者、また、従事する業務に関する基礎的な知識、応対マナー、コ

ミュニケーション能力を備えている者であること。 

(5) 従事者の研修 

受託者は、本委託業務を円滑に行うため、従事者に対して、必要とされる次の

各号に留意した事前研修を十分に行い、業務に支障を生じさせてはならない。 

また、継続的に習熟度を検証し、常に従事者の資質の確保及び向上に努めなけ

ればならない。 

ア 関係法令、事務処理手順、業務マニュアルの内容等、業務に必要な知識

を習得させること。 

イ 業務の重要性及び重大性を理解させること。 

ウ  秘密の保持（守秘義務）及び個人情報の保護を含む情報セキュリティに

ついて理解させること。 

エ  収納金（窓口業務）の適正な管理について理解させること。 

オ  接遇及び苦情対応の能力を向上させること。 

（6）従事者の定着率の向上 

受託者は従事者の定着率向上を図るための方策を講じること。 

（7）従事者名簿の提出   

受託者は、委託者に対し、従事者の名簿を提出すること。また、従事者に変更       

が生じた場合には、事前に委託者に対して通知すること。 

 

11 統括責任者及び管理者の職務 

(1) 統括責任者（受託者の正社員であること） 

ア 常に委託業務全体を把握するとともに従事者を管理・監督すること。 

イ  従事者の業務目標を設定し、その達成に向けた業務計画の策定及び進捗

管理を行うこと。 

ウ 委託者との連絡調整及び定期報告を行うこと。 

(2) 副統括責任者（受託者の正社員であること） 

統括責任者が不在時に統括責任者を代行する者  

(3) 管理者（SV） 



9 

 

関係法令及び業務の重要性を十分理解した者（各業務常時１席以上配置するこ    

と。） 

ア 従事者を管理・監督すること。 

イ  従事者の業務をモニタリングし、トラブルの予防・解消に努めること。 

ウ 従事者の指導・研修等を行うこと。 

エ  従事者では対応困難な案件について支援又は代わりに対応すること。 

オ 統括責任者の業務を補佐すること。 

カ  必要に応じて従事者の業務を補助すること。 

キ  委託者との連絡調整及び定期報告を行うこと。 

ク  コールセンター業務及び窓口業務において、受託者では対応できない、

又は委託者が対応すべきと認められる案件は、委託者が指定する方法に

より委託者にエスカレーションすること。 

 

12 施設、設備及び機器の要件 

本委託業務で使用する施設、設備及び機器は、次の要件を満たすこと。なお、受託

者は、個人情報保護に関する各種法令、後述「17 情報セキュリティの確保」に定

める要件のほか、セキュリティ環境に万全を期すための提案を行い、委託者と協議の上、必要

な措置を講じること。 

(1) 設置、設定 

受託者は、本委託業務を遂行するに当たり、必要な機器を事前に委託者の許可     

を得た上で履行場所に設置し、必要な工事、設定等を行うこと。 

(2) 保守 

受託者が設置した設備等に不具合が生じた場合、委託者に速やかに報告すると       

ともに、受託者の責任において、機器の交換、保守を行うこと。また、不具合

の原因が不明等の事由により速やかに復帰できない場合、一時的に紙媒体にお

けるコールセンター運営を行うなど、業務への影響を最低限に抑えること。 

(3) 撤去 

契約満了に伴う設備等の撤去に当たっては、受託者の負担と責任により行うこ

ととし、契約満了日以降速やかに原状回復後の委託者の確認をもって撤去完了

とすること。 

(4) 災害、防犯等への対処 

以下の要件を満たす他に、災害等により受託者が準備した場所での業務の遂行         

が困難となった場合には、委託者が準備する受電センター又は受託者が有する

他の施設において、可能な限り速やかに業務を再開できる環境を整えること。 

また、そのための計画をあらかじめ作成しておくこと。 

ア 事務所及び納付案内センターは部外者の侵入を防ぎ、従事者等の故意又は
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過失による情報漏えいを防止できる環境を整えること。また、災害等の被

害を極力防ぐことができる建物であること。 

イ 本委託業務で使用するサーバーは、災害等による影響を退避できるための

情報資産の機密性、完全性、可用性を有すること。 

ウ 災害や障害などによりシステム機能が中断した場合においても、速やかに

復旧できるよう、適時、データのバックアップを行うなどの体制を整えるこ

と。 

[以下、(5)～(7) コールセンター業務] 

(5) 受電センター及び納付案内センターの施設、設備等 

受託者は、本委託業務の遂行に当たって、コールセンターの管理、業務上取           

り扱う情報のセキュリティ等を確保する必要があるため、履行場所において、

委託者が指定する設備等を使用すること及び委託者が運営状況を確認すること

ができるようにすること。また、受託者が用意する施設、設備及び機器は、受

託者の責任で保守、管理及び故障対応すること。 

(6) データ連携 

架電に係るデータ連携については、業務の正確性とタイムリーな対応を確保

するため、委託者と受託者間で毎日実施し、常に最新の情報を基に業務を遂

行すること。連携方法および実施時間は委託者と協議の上、円滑な運用が行

えるよう調整する。 

（7）電話番号調査 

対象者への適切な催告対応を図るため、最適な手法を用いた提案をするこ

と。 

(8) 受電センター 

ア 備品等 

受電センターでは、委託者が業務スペースを用意し、次の備品等を貸与する。なお、委

託者より貸与する備品等は受電センターからの持ち出しや、所定の利用方法

以外の使用を禁止するとともに、最大限の注意をもって管理を行うこ

と。また、市システム及びシステム用プリンターの保守については委託者で行う

が、受託者の故意又は重大な過失により障害等が生じた場合は、その損害にか

かる費用については受託者が負担する。プリンターのトナー等の消耗品は委

託者が随時支給するが、委託者の許可を得て、受託者名で送付する文書等の

コピー用紙及び印刷にかかる費用は受託者の負担とする。 

 

 

 

 



11 

 

項 目 数 量 

事務机 １９台 

長机 ２台 

椅子 １９脚 

鍵付きの書類保管庫 ２台 

シュレッダー １台 

ロッカー １９人分 

パーテーション ５個 

保険料系システム １７台 

システム用プリンター ２台 

複写機（複写枚数については制限があるので留意するこ

と） 

１台 

イ 受電センターの備品等 

受託者は、委託者と協議の上、ア以外に必要な備品等を用意することができ

る。 

ウ  入退室及び鍵の管理 

情報セキュリティ事故防止のため、受電センター入口ドアの鍵は複製してはな

らない。入退室については、始業前に受託者が委託者より鍵を受領して開錠入室

し、退室の際は、委託者が確認の上、施錠する。また、熊本市住民基本台

帳ネットワークシステム等セキュリティ対策要領により市システムの管理

を含めて、委託者が管理簿に記録する。 

 

エ 利用時間 

原則として開庁日の８時から１８時までとする。 

オ 市システムの利用権限 

受託者は、委託者に対し、市システムにアクセスが必要な従事者の氏名等、必要事

項を書面により届け出なければならない。受託者にアクセスを許可する情報

の種類と範囲、アクセス方法等については、次のとおりである。 

（ｱ） 情報の種類と範囲 

本委託業務に必要な、情報の閲覧及び必要な帳票の出力 

（ｲ） アクセス方法 

委託者が従事者毎にＩＤ及びＩＣカードを付与するので、ＩＤ及

びＩＣカード並びに従事者が任意で設定したパスワードを用いア

クセスする。ＩＤ及びＩＣカード並びにパスワードの取り扱いは

委託者の指示に従うこと。 
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カ 受電センターの環境維持 

受電センターについては、火災等の事故が発生しないよう、受託者にて定期            

的に清掃を実施する等の適正な維持管理に努めること。適正な維持管理に必

要な物品等は受託者の負担とする。なお、発生した廃棄物については、委

託者の基準に沿って処理すること。 

（9） 電話、通信設備 

受託者は、業務を遂行するに当たり、必要な電話、通信設備の構成につい

て、各種要件を満たし、より効率的な業務遂行のために、最適なものを準備

し、委託者の承諾を得ること。電話回線設備には特に留意し、委託者の想定する

動作を問題なく行うことができ、かつ、受託者の目標とする成果が得られるだけの

性能を有するか事前に確認すること。 

ア 要件 

(ｱ) 入電した呼び出しを受電センターと納付案内センター間で転送でき

ること。 

(ｲ) エスカレーションが生じた場合、所管課等に外線手動転送できるこ

と。 

(ｳ) 後述「 14 業務の詳細」に必要となる統計情報の集計ができるこ

と。  

(ｴ) 混雑時における応対できない着信に対して、その旨のアナウンスを

流すことができること。 

(ｵ) 運営時間外の着信に対しその旨のアナウンスを流すことができるこ

と。 

(ｶ) 架電をする場合は、架電対象者に電話番号の通知をすること。な

お、通知する電話番号は、国保、介護及び後期制度案内等業務と納

付催告業務になるよう設定すること。 

(ｷ) 全ての通話を自動で録音できること。なお、録音した通話は容易に

検索可能であること。 

イ 電話回線の名義等 

国保、介護及び後期制度案内等業務に使用する電話回線及び番号は、委

託者が通信事業者と契約した次のものを使用すること。納付催告業務に使

用する電話回線は、受託者の名義とし、使用する電話回線等は、委託者

と受託者で協議の上、決定するが、０９６（熊本市内番号）もしくは

０１２０（フリーダイヤル）で始まる番号とすること。また、電話回線は

複数回線とし、後述「15 想定件数」を考慮した回線数を用意すること。さ

らに、業務量の増加に伴う回線数や電話機の増設に対応できるよう拡張

性を考慮したものであり、増設については、協議をもって行うことと
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する。 

(ｱ)  案内等業務に使用する電話の通信事業者及び回線種別西日本電信

電話株式会社 光ネクスト 

(ｲ) 案内等業務に使用する電話の名称、電話番号及び回線数 

熊本市こくほ・こうきコールセンター（平成３０年３月、名称決定済

み） ０９６－３２６－５９００（１０回線） 

(ｳ) 料金等の負担使用等にかかる費用（月額使用料、回線使用料）及

び使用開始までに必要な費用（初期工事費、電話機、交換機、附

属機器）等の一切は受託者の負担とする。 

ウ 電話回線設備工事 

電話回線の利用に関して発生する工事、設定等について、受託者は委

託者と調整の上、受託者の負担と責任において行うこと。 

（10）情報機器等 

受託者は、後述「14 業務の詳細」で受領した対象世帯データを使用して、本

委託業務実施のための機器及び機能を一式準備すること。機器については、後

述「17 情報セキュリティの確保」に定める要件を満たし、機能について

は、次に掲げる要件を確保し、詳細は、委託者及び受託者が協議の上、決

定する。なお、 １回で提供するデータ容量は３．５ＧＢ程度であり、その容

量を処理できる機能を有し、後述「17 情報セキュリティの確保」に定める

要件を満たすこと。 

ア 対象世帯データの取り込みができること。 

イ  対象世帯の照会ができ、取り込みを行ったデータ項目を参照すること

ができること。 

ウ 経過記録の入力ができること。 

エ  委託者が指定するファイルレイアウトで架電結果データ等の作成ができ

ること。 

オ 後述「14 業務の詳細」に必要となる統計情報の集計ができること。 

（11）ＳＭＳ発信装置（ショートメッセージ発信）を受託者の負担で準備するこ

と。SMS送信に当たっては、受託者で用意した PC 端末や通信機器を使用

し、完全オンプレミス型システムを用いることとし、外部環境に接続せず

にサービスを提供するスタンドアロン型のSMSシステムを使用すること。 

 

13 事前準備 

本業務委託の契約締結日から令和８年（２０２６年）９月３０日までを事前準備期

間として、本業務委託の遂行が円滑に開始できるよう、次に掲げる事項について、

事前準備を行うこと。 
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(1) 設計・構築・設備及び機器の試験等 

ア 作業計画 

本業務委託の実施にあたっての設計及び構築並びに設備及び機器の試験運

用等を記した作業計画書を委託者へ提出し、委託者の承諾を得て、構築作

業に着手すること。また、構築全体及び作業スケジュール、作業体制図、

要員のスキルのわかる資料等を併せて委託者に提出すること。 

イ 作業計画の進捗管理 

作業計画書で定めた各作業について、適時、進捗状況を確認し、必要に応

じて委託者へ状況を報告するとともに各作業終了後においては、作業完了

の報告書を委託者へ提出すること。また、問題が発生した場合は、速やか

に委託者へ報告するとともに各作業への影響を精査し、必要な措置を講じ

ること。 

(2) 開始準備 

ア 設備、機器の設置 

本委託業務に必要な設備、機器類等の設置及び整備、試験を行うこと。

イ  従事者の確保等 

従事者の確保等、業務の遂行に必要な準備を行うこと。 

ウ  必要な帳票類等の作成及びテストの実施 

受託者は、本仕様書に記載のある帳票類や報告書等の項目やレイアウト

等について、委託者と受託者が協議の上、決定する。ただし、委託者か

ら指定する場合は、委託者の指示に従うこと。また、対象世帯データの

読み込みについては、テスト等を実施し、業務に支障をきたさないよう

にすること。実施結果については、委託者に報告すること。 

エ  マニュアル作成 

本委託業務の履行に必要な各種業務マニュアル、危機管理マニュアル、

障害対応マニュアル、トークスクリプト及びＦＡＱデータ、その他の必要

なマニュアル（以下「業務マニュアル等」という。）については、委託者及

び受託者が協議の受託者の責任において作成すること。また、履行期間

中においては、次のとおりとすること。 

（ｱ）受託者は、業務マニュアル等に従って業務を行わなければならな 

い。 

(ｲ) 受託者は、次の場合、委託者へ報告し、承諾を得なければならな 

い。 

a 業務マニュアル等の使用を開始するとき 

b  業務マニュアル等を改訂するとき 

c  業務マニュアル等を履行場所以外に持ち出すとき 
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d  業務マニュアル等を複製するとき 

e 業務マニュアル等を本委託業務以外に使用するとき 

(ｳ) 受託者は、委託期間終了後、業務マニュアル等（複製したものを含め

る。）を委託者に引き渡すこと。 

(ｴ) 委託業務に関する知識や運用ノウハウが職員側に蓄積され続ける

よう、委託事業者は業務実施にあたって、定期的な報告、職員へ

の情報共有、研修・勉強会の実施などを通じて、行政職員との協

働体制を維持すること。 

(3) 引継ぎ期間（研修期間） 

       １０月委託開始までの引継ぎ期間として契約締結日から令和８年（２０２６

年）９月３０日までを並行稼働期間として委託者から引継ぎを受けるよう準

備すること。 

※最低２ヶ月間の引継ぎを設ける。 

 

14 業務の詳細（業務の内容） 

本業務委託の業務の詳細については、個別仕様書（「別紙１ 給付」から「別紙８ 

窓口」）を参照すること。 

 

15 想定件数 

委託者が想定する年間業務量は次のとおりとする。 

(1) コールセンター業務の想定年間業務量 

国保、介護及び後期案内等業務受電数：２０，０００件 

納付案内等架電件数：７５，０００件（対象者の重複を含む） 

勧奨方法については、受託者が提案し、委託者の承認を得た上で決定するものとす

る。 

（2）SMS業務の想定年間業務量 

送信件数：５０，０００件（対象者の重複を含む） 

本文の内容については委託者と協議の上で決定するものとする。 

(3) 想定件数の参考資料 

委託実績（令和4年から）及び主な通知書等の概数は、次のとおりである。契

約年度において、発送通数は流動する場合があることに留意し、上記 (1)(2)

と併せて、業務量の参考とすること。 
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ア コールセンター業務実績（概数） 

 

受電 架電 

受電 

件数 

転送数 応答率 架電 

件数 

接触 

件数 

約束 

件数 

接触率 

R5年度 15,722 24 99.6％ 69,130 22,413 15,322 32.4％ 

R6年度 16,997 34 99.4％ 74,440 24,286 16,731 32.9％ 

R7年度 21,675 28 99.9％ 78,471 23,060 15,547 29.5％ 

 

イ 主な通知書等の発送件数（概数） 

発送物 通数 

高額医療費申請書 24,000件/年 

後期高齢者医療資格確認書 15,000件/年 

簡易申告書 7,600件/年 

保険料納付通知書 600～6,500件/月 

1割減免申請書 4,000件/年 

喪失勧奨通知書 8,000件/年 

納付状況確認書 440,000件/年 

 

16 品質要件 

(1) コールセンター業務の品質要件 

ア 目標値 

(ｱ) 国保、介護及び後期制度案内等業務 

以下に示す目標値を達成するよう業務を遂行すること。ただし、運

用開始日から委託者が指定する期間までの実績値を算出し、委託者

及び受託者が協議の上、目標値を変更する場合がある。変更後にお

いても、想定件数を大幅に上回る応対件数等の増加その他これに類

する事由又は災害等の非常事態を原因として、目標値の達成が困難

となる場合は、委託者及び受託者が目標値の継続又は変更及び決定

した目標値を達成するための協議を行なう。 
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目 標 名 定 義 目 標 値 

一次応答率 エスカレーションせずに、コールセ 

ンターで対応が完了した案件の割合 

年平均98％以上 

平均応答時間 着信からオペレーターが応答するま 

での時間 

年平均 2.5 秒以内 

平均対応率 着信呼数に対してオペレーターが対 

応した割合 

年平均98.5％以上 

 

イ 保険料の納付催告業務 

以下に示す項目について、前年度の実績を考慮し、委託者と受託者が協

議の上、目標値を決定する。目標値はより効果を高めるために、随時、

委託者及び受託者が協議の上変更することができる。 

(ｱ) 納付案内センターが架電により納付催告を実施した日から、３０日

以内に納付された国民健康保険料、介護保険料の額 

(ｲ) 納付案内センターが架電により口座振替加入勧奨を実施した日か

ら、３０日以内に登録された口座振替加入者数 

(ｳ) 納付案内センターが架電により国民健康保険資格喪失勧奨を実施し

た日から、３０日以内に資格喪失手続きを行い減額された国民健康

保険料額に相当する金額 

ウ 達成度の報告 

前記(1)イに同じ。 

 

17 情報セキュリティの確保 

    (1)情報資産の取り扱いについては、情報セキュリティに関する法令を遵守すると

ともに善良な管理者としての注意を払う義務を有し、業務を行う上で知り得た

情報については、契約期間中及び契約期間終了後にかかわらず、いかなる理由

があっても他人に漏えいしてはならない。 

    (2)受託者は、従事者に対し、前号の義務の履行を担保するための対策を図り、 

委託者に報告すること。 

(3)受託者は、従事者に対し、情報セキュリティの確保を維持し、意識の低下を防

ぐために、定期的に秘密の保持及び個人情報保護についての研修を行わなけれ

ばならない。 

     (4)受託者は、業務の履行に関する秘密の保持について、退職した従事者に対して

も責任を負う。 

(5)受託者は、一切の情報資産及び施設内の設備等の取り扱いについて、外部持ち

出し、目的外利用、複製及び複写をしてはならない。ただし、事前に委託者の
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許可を得ているものは、この限りではない。 

(6)受託者は、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等が生じないよ

うに管理しなければならない。 

(7)受託者は、情報セキュリティに関する事故を防止するための体制について、必

要な措置を講じなければならない。 

(8)受託者は、個人情報の漏えい等の事故や障害が発生した場合に実施すべき対応

事項及び手順を準備期間中に委託者へ提出すること。 

(9)業務に用いるデータの加工作業については、受託者が市役所内において実施す

るものとする。 

(10)委託者及び受託者は、データの受け渡しに際して、適切な記録を保持し、デ

ータファイルにパスワードの設定又は暗号化等の措置を講じ、運搬の際は、

鍵付きケース等に格納する措置を講じ、位置情報システムを用いること。 

なお、受け渡し以外においても適正な管理及び記録を行うこと 

(11)受託者は、個人情報以外の情報資産についても、前各号に準じて取り扱うこ

と。 

(12)受託者が準備する電子計算組織に関して、受託者が実施する安全管理措置に

ついては、次のとおりとする。 

ア 原則としてオフラインによる使用とする。 

イ  通信ネットワークを構築する場合は、閉域網又は専用回線を使用し、こ

の通信経路は、インターネットに接続してはならない。ただし、あらか

じめ委託者が承諾した場合を除く。 

ウ  アクセスできる従事者を必要最小限に特定し、当該従事者についての

み、 ＩＤ及びアクセス権限を付与すること。また、ＩＤ及びアクセス権

限の付与、停止、抹消については、履歴を保存すること。 

エ  アクセス権限については、業務内容や責任の範囲を勘案し、厳正な管理

運営を行うこと。 

オ  アクセス記録や作業ログを取得、分析するとともにその記録を契約終了

日から１年間は、保存すること。 

カ  アクセス権限にかかるパスワードは、９０日経過するごとに変更するこ    

と。 

キ 電子計算機にウイルス対策ソフトを導入し、常にその機能を有効にする      

こと。また、当該電子計算機を使用する日ごとにウイルス対策ソフトのパ

ターンファイル及び検索エンジンを更新するとともにウイルススキャンを

実施すること。 

ク 電子計算組織のセキュリティパッチを月１回以上定期的に適用するこ

と。ただし、著しい脆弱性が発見された等の緊急措置が必要な場合には、
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速やかにセキュリティパッチを適用すること。 

ケ アクセス記録、電子計算組織の監視を行うとともに監視状況にかかる監

査を定期的に行うこと。また、委託者より求めがあった場合は、当該監査

結果を報告すること。 

コ 情報セキュリティインシデントを含めた障害発生時は、速やかに電子計

算組織及び本委託業務を回復するための措置等を講じること。また、重大

な障害発生時においては、本委託業務の履行を補完できる体制を構築する

こと。 

サ 電子計算機の盗難又は紛失等を防止するため、物理的な安全管理措置を

講じること。 

 

18 事故及び非常事態への対応 

(1) 受託者は、事故が発生したときは、その理由にかかわらず速やかにその状況を

委託者に報告しなければならない。その後、書面により委託者に詳細な報告及

び処理対策案を提出すること。 

(2) 受託者は、災害発生、施設の不具合、機器故障、従事者の出勤不能等が発生 

し、本委託業務の継続に支障を及ぼす場合は、速やかに委託者へ非常事態の状 

況、影響の範囲等を報告するとともに委託者と対策を協議し、影響を最小限に

留める対策、復旧作業等を実施すること。 

(3) 受託者は、前号の状況が発生した場合、委託者と調整した上、極力本委託業務

の継続実施に努めること。ただし、本委託業務を一時的に中止せざるを得ない

場合は、委託者に本委託業務の中止及び再開に向けた作業の進行状況を報告す

るとともにその後の復旧方法等を委託者と協議すること。 

(4) 情報セキュリティインシデント及び個人情報流出等の事故発生時には、速やか

に委託者へ報告し、受託者の責任において事故を収束させること。 

(5) 委託者は、当該業務に伴い、前各号に掲げる事故等が発生した場合、委託者の

判断により受託者の名称及び事故等の事実を公表することができる。 

(6) 受託者は、当該業務に伴い、受託者の責めに帰すべき事由による事故等が発生

した場合、委託者を含むその対象者に対して損害賠償の責任を負うこと。 

 

 

19 検査 

委託者は、受託者に対し必要に応じて、事務所のセキュリティ、保険料の管理、そ

の他本委託業務全般についての報告又は資料の提出を求めるほか、法令及びその他の

規定による場合を除き、立入検査ができるものとする。なお、検査の結果、委託者

からの指示又は改善事項の指摘等があった場合は、受託者は、これに従うこと。 
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20 再委託 

受託者は、本委託業務の全てを第三者に委任し又は請け負わせ（以下「再委託」とい

う。）をしてはならない（システム開発、構築、保守を除く） 

 

21 委託費用 

委託費用は、次に掲げる本委託業務の履行に必要と認められるもので、契約期間中

の一切の費用の総額とし、委託者へその他の費用の請求をしないこと。 

   (1) 本委託業務の遂行に必要な事務所、設備及び要員に要する費用  

(2) 諸経費（光熱費、消耗品費、履行場所の使用費等） 

(3) 通信設備及び情報機器並びに機能に要する費用（ただし、入電する通話料は、

納付義務者等の負担となる。） 

(4) 委託者が提供する以外の物品等の費用 

 

22 委託契約の要件 

(1) 公募型プロポーザルの実施により選定した事業者と必要な協議を行い、契約 

を締結するものとする。 

(2) 受託者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（ＪＩＰＤＥＣ）が管理 

するプライバシーマーク（日本産業規格 ＪＩＳ Ｑ １５００１個人情報保護

マネジメントシステム－要求事項）の使用認定を受けていなければならない。 

また、それを証する書面を契約締結前までに委託者へ提出すること。 

(3) 委託料は、月払いとし、月ごとの金額は、契約書において定める。支払い方 

法は、受託者からの業務完了届を受領し、委託者が検査を実施した後、受託 

者から正当な支払い請求を受けた日から３０日以内に支払うものとする。 

 

23 業務の引継ぎ 

受託者が、契約期間満了等に伴い本委託業務を終了する際には、新規受託者に対し

業務に必要な事項を引き継ぐこと。なお、引き継いだ事項については、委託者に電

子データ及び紙媒体で報告すること。また、具体的な引継ぎ実施スケジュール及び

詳細については、委託者、受託者、新規受託者が協議の上、決定する。 

 

24 その他 

(1) 本委託の実施に伴う市民への周知・広報は、委託者が広報誌、ホームページ 

及び通知書等により行う。 

(2) 目標管理設定や業務運営上の課題等が生じた場合は、必要に応じて委託者と 

協議の上、適切な措置を講じること。 

(3) 本仕様書に定めのない事項または疑義若しくは変更の必要が生じた場合は、 



21 

 

委託者と協議の上、決定すること。 


